
 

2026年６月 26日 
各  位 

 

取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の割当完了に関するお知らせ 
 

 2026 年５月 28 日付「取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知ら

せ」でお知らせいたしました譲渡制限付株式としての自己株式処分（以下「本自己株式処分」

といいます。）に関し、本日割当手続が完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし

ます。 

 

 

処分の概要 

（1）割当日 2026年６月 26日 

（2）処分する株式の種類及び株式数 当社普通株式 8,126株 

（3）割当先 当社の取締役 ６名 

（4）その他 本自己株式処分については、処分価額の総額が 1,000万

円以下となりますので、金融商品取引法による有価証券

届出書及び有価証券通知書は提出しておりません。（※） 

※ 本自己株式処分は、取締役の報酬等として無償で交

付されるものですが（会社法 202 条の 2）、公正な評価

額として、本自己株式処分を決議した取締役会決議の日

の前営業日（2026年５月 27日）における東京証券取引

所における当社の普通株式の終値（1,159円）に上記の

処分する株式数を乗じた金額（9,418,034円）を基礎と

して算出しております。 

 

以上 

会 社 名 株式会社ヤマザワ 

代表者名 代表取締役社長 古山 利昭 
（コード番号 9993 東証スタンダード市場） 
問合せ先 取締役管理本部長 工藤 和久 

（TEL. ０２３－６３１－２２１１） 


